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No.42 障害児者に係る主な手当(特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当)を比較せよ。 

 

解答 

（注）所得制限限度額は，2002年8月からの額である。 

 特別児童扶養手当 特別障害者手当 障害児福祉手当 

目的 精神又は身体に障害を有

する児童について手当を

これらの児童の福祉の増

進を図る。 

特別障害者に対して，所得

保障の一環として重度の障

害のため必要となる精神的，

物質的な特別の負担の軽減

の一助として手当を支給する

ことにより特別障害者の福祉

の向上を図る。 

重度障害児に対して，その

障害のため必要となる精神

的，物質的な特別の負担の

軽減の一助として手当を支

給することにより重度障害

児の福祉の向上を図る。 

支給要件 ①20歳未満 

②在宅のみ 

③父母又は養育者が受給 

①20歳以上 

②在宅のみ 

③本人が受給 

①20歳未満 

②在宅のみ 

③本人が受給 

障害程度 ●1級…身障1級2級及び3

級の一部 

●2級…身障2級の一部，

3級及び4級の一部 

●身障の1級及び2級の重複

等 

●身障の1級及び2級の一

部 

給付月額

（2008年度） 

1級：５０，７５０円 

2級：３３，８００円 

２６，４４０円 １４，３８０円 

所得制限（年

収） 

 

 

① 本人（4人世帯）： 

７，７０７千円 

② 扶養（6人世帯）： 

９，５４２千円 

① 本人（2人世帯）： 

５，６５６千円 

② 扶養（6人世帯）： 

９，５４２千円 

同左 

給 付 人 員

(2006年度末) 

1級：９８，４０１人 

2級：７５，７４０人 

１０７，３１１人 ６１，９９３人 

2008年度 

予算額 

93,134,925千円 25,994,274千円 8,279,645千円 

負担率 国10/10 国3/4，都道府県，市および

福祉事務所設置町村1/4 

同左 

 

支給事務 都道府県 都道府県，市および福祉事

務所設置町村 

同左 
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